
 

 

 

請求書カード払い JCB × Digital Garage 利用規約 
 
第1条 （目的） 

1. 本規約（以下「利用規約」といいます。）は、株式会社デジタルガレージ（以下「当

社」といいます。）が運営する本サービスの利用に関する条件を定めたものです。  

2. 契約者は、本サービスの利用にあたって、利用規約を承認し、これを遵守するものと

します。 
 
第2条 （定義） 

利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。  

(1) 本サービス：利用規約等に基づき当社が契約者に提供する別紙 1 記載のサービス 

(2) 契約者：利用規約等を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 

(3) サービス手数料：利用規約等の規定にしたがって、契約者が当社に対して本サー

ビスの対価として支払う金額 

(4) 利用料金等：サービス手数料に対象債務相当額である本事前求償権の金額を加え

た金額 

(5) 利用規約等：利用規約、会員登録申込その他の当社及び契約者が本サービスの利

用に関して締結した合意 

(6) 本立替払い：本立替払い合意に基づき、当社が、対象債務の第三者弁済として、

契約者が指定した立替払い先名義の金融機関の口座（日本国内に所在する金融機

関が開設するものに限り、以下「金融機関口座」といいます。）に対して別紙 2

第 15 項に規定する金額を振り込むこと 

(7) 本立替払い合意：利用申請を当社が承諾することにより成立する当社が立替払い

先に対して第三者弁済として対象債務の立替払いを行うことを受託する旨の合意 

(8) 立替払い先：利用申請において指定された対象債務に係る債権の債権者 

(9) 立替払い日：利用申請において指定された、当社が本立替払いを完了すべき日 

(10) 対象契約：契約者及び立替払い先との間において締結された契約であって、契約

者がこれに基づく債務を本立替払いの対象として利用申請において指定した契約 

(11) 対象債務：対象契約に基づき契約者が立替払い先に対して負担している債務 

(12) 本事前求償権：本立替払い合意に基づき発生する当社が契約者に対して取得する

こととなる事前求償権 

(13) 会員登録申込：第 3 条の規定に従って契約者が本サービスを利用することを目的

として当社が本サービスのために運営するシステム上で行う申込み 

(14) 会員ページ：当社が本サービスを提供するために設置したウェブサイト上のペー

ジであり、契約者が当社から付与されたユーザ ID 及びパスワードを用いてアクセ

スすることが可能なもの 

(15) 利用申請：契約者の当社に対する本立替払いの委託の申込み 

(16) カード発行会社：契約者が保有するカード（本サービスの利用に供されるクレジ

ットカード、プリペイドカード、デビットカードであって、当社が別途指定し、

かつ本サービスの利用に供されるものをいう。以下同じ。）を発行している者

（日本国内に本店所在地を有する者に限ります。） 

(17) アクワイアラー：国際ブランドからライセンス等の供与を受けて、カード加盟店

の獲得、審査及び管理等を行う者の総称で当社との契約の有無を問わない  

(18) カード発行会社等：カード発行会社及びカード発行会社と提携しているカード会

社、金融機関その他の第三者（イシュアー、アクワイアラー、決済代行会社、カ

ード国際ブランドの運営会社を含む。）の総称 



 

 

(19) 営業日：銀行法第 15 条第 1 項に定める銀行の休日以外の日（ただし、12 月 29 日

及び 12 月 30 日を除く。） 
 
第3条 （利用規約等の成立等） 

1. 利用規約等は、本サービスの会員登録申込者（以下「会員登録申込者」といいま

す。）が、当社所定の方法により会員登録申込を行い、当社がこれに対し当社所定の

方法により承諾の通知を発信したときに効力を生じるものとします。 

なお、会員登録申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、会

員登録申込者が申込を行った時点で、当社は、会員登録申込者が利用規約の内容を承

諾しているものとみなします。 

2. 当社は、前項に定める会員登録申込に対する当社の承諾の通知に先立ち、会員登録申

込者に対して別途一定の事項の届出及び書類の提出を求めることがあります。この場

合において、会員登録申込者が当該事項を届け出ず、又は当該書類を当社に提出しな

いときは、当該届出又は提出が完了するまでは、利用規約等は効力を生じないものと

します。 

3. 当社は、利用期間中、契約者に対し、必要に応じて契約者、立替払い先、対象契約、

対象債務その他に関する情報の届出又は書類の提出を要請することできるものとしま

す。 

4. 契約者は、会員登録申込に記載された事項又は前二項の規定により契約者が当社に届

け出た事項に変更が生じた場合、すみやかに当社に通知し、当社の指示に従って届出

事項の変更その他の必要な手続を行うものとします。 

5. 当社は、契約者が前項に従った通知又は手続を怠ったことにより損害を被った場合で

あっても、一切の責任を負わないものとします。  
 
第4条 （本サービスの種類と内容）  

1. 当社は、契約者に対し、利用期間中、本サービスを提供します。 

2. 当社が提供する本サービスの種類及びその内容は、別紙 1（本サービス）に定めると

おりとします。 

3. 契約者は、別紙 2（利用上の注意事項）に記載された各事項を遵守して、本サービス

に会員登録し、これを利用するものとします。 

4. 当社は、第26 条（利用規約等の変更）に基づき、本サービスの内容を変更することが

できるものとします。  
 
第5条 （知的財産権） 

1. 本サービスに関する特許権、商標権、著作権その他の権利はすべて当社、又は、当社

が第三者から当該権利の使用許諾を得ている場合は、当該第三者に帰属します。ただ

し、当社は、本サービスが第三者の権利を侵害しないことを保証するものではありま

せん。  

2. 契約者は、当社の事前の書面による同意なく、当社又は当社が使用許諾を得る第三者

が保有する商標その他の知的財産権を使用しないものとします。 

3. 当社は、契約者と協議の上で、本サービスのマーケティングを目的として作成する資

料その他の媒体に契約者の商標を記載することができるものとします。 
 
第6条 （再委託） 

当社は、本サービスに関する業務の全部又は一部を第三者に再委託することができるもの

とします。 
 
第7条 （自己責任の原則） 



 

 

1. 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者（カード発行

会社等及び立替払い先を含みます。以下、同様とします。）に対して損害を与えた場

合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処

理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被

った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様としま

す。  

2. 本サービスを利用して契約者が当社に対して提供し、又は伝送する情報（利用申請に

先立ち契約者が当社に提供する立替払い先に関する情報を含み、以下「コンテンツ」

といいます。）については、契約者の責任で提供されるものであり、契約者は、その

内容が不正確であることに起因して、契約者、当社又は第三者が損害を被った場合、

その一切の責任を負うものとします。 

3. 当社は、コンテンツの内容についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損

害についてもいかなる責任も負わないものとします。 

4. 契約者は、対象契約の債務不履行若しくは解除又は対象契約に基づく債権の契約不適

合その他対象契約に起因して生じる一切の損害、損失、紛争等（以下「紛争等」とい

います。）につき、自らの責任及び費用負担で解決するものとし、当社及びカード発

行会社等に一切の責任を負わせないものとします。また、これにより当社又はカード

発行会社等に損害が生じた場合には、契約者は、直ちにこれを賠償するものとしま

す。 

5. 契約者は、契約者がその故意又は過失により当社に直接又は間接的に損害を与えた場

合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。  
 
第8条 （本サービス利用のための設備） 

1. 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者の設備を設置及

び設定し、本サービスを利用するための環境を維持するものとします。 

2. 契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業

者等の電気通信サービスを利用して自らの設備をインターネットに接続するものとし

ます。 

3. 契約者の設備、前項に定めるインターネット接続その他の本サービス利用のための環

境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスを提供する義務を負わない

ものとします。 

4. 当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場

合、コンテンツについて、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものと

します。 

5. 当社は、本サービスの提供に関して、契約者、当社、その他第三者に生じる損害を防

止するために緊急の必要がある場合、当社が必要と判断する措置を講じることがで

き、契約者はこれに協力するものとします。 
 
第9条 （ユーザＩＤ及びパスワード） 

1. 当社は、契約者に対し、本サービスの利用に必要なユーザＩＤ及びパスワードを付与

するものとします。  

2. 契約者は、当社の承諾を得ない限り、2 つ以上のユーザＩＤ及びパスワードを保有す

ることができないものとします。 

3. 契約者は、ユーザＩＤ及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、

第三者に漏洩することのないよう厳重に管理（パスワードの適宜変更を含みます。）

するものとします。ユーザＩＤ及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の

使用等により契約者又は第三者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないも

のとします。 



 

 

4. 契約者のユーザＩＤ及びパスワードを使用することによる本サービスの利用その他の

行為は、全て契約者による利用とみなすものとします。第三者が契約者のユーザＩＤ

及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみ

なされるものとし、契約者は、かかる利用に起因して生じた一切の債務を負担するも

のとします。 
 
第10条 （サービス手数料） 

1. 契約者は、利用申請を行う場合には、当該利用申請の時点において会員ページに表示

されているサービス手数料を支払うものとします。 

2. サービス手数料には、当社が本立替払いを実施するために要する金融機関口座への振

込手数料が含まれるものとします。 

3. 当社は、自らの裁量により、いつでもサービス手数料を変更することができるものと

します。 
 
第11条 （利用料金等の支払） 

1. 契約者は、利用申請において指定されたカードを用いて、本事前求償権及びサービス

手数料の弁済として、当社に対して利用料金等を支払うものとします。 

2. 前項の規定にかかわらず、カードを用いた利用料金等の支払いができなかった場合に

は、契約者は、直ちに、金融機関口座への振込送金その他の当社が指定する方法によ

り当社に対して利用料金等の支払いを行うものとします。 

3. 契約者は、第 1 項に規定する利用料金等の支払い後に、対象契約の債務不履行若しく

は解除又は対象契約に基づく債権の契約不適合その他対象契約に起因して損害、損

失、紛争等が生じた場合であっても、当社又はカード発行会社等に対してチャージバ

ックの要請その他一切の請求を行うことはできないものとします。 
 
第12条 （遅延損害金） 

前条第２項の場合において、契約者が、利用料金等につき支払請求がなされてから 10 営業

日（以下「支払期日」といいます。）を過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、支払期

日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6％の利率で計算した金額を遅延損害金と

して、利用料金等その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方

法により支払うものとします。  
 
第13条 （利用期間） 

1. 利用期間は、会員登録申込において定めるものとします。ただし、当社が定める方法

により期間満了 1 ヶ月前までに契約者又は当社から別段の意思表示がないときは、利

用期間は期間満了日の翌日からさらに１年間自動的に更新されるものとし、以後もま

た同様とします。 

2. 契約者及び当社は、1 ヶ月前までに相手方に通知することにより、利用規約等を解約

することができるものとします。 

3. 個人事業主である契約者が死亡した場合、利用規約等は当該事由が発生した時点にお

いて当然に終了するものとします。 
 
第14条 （解除） 

1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の

通知又は催告を要することなく、直ちに利用規約等の全部又は一部を解除することが

できるものとします。  

(1) 支払期日を経過しても利用料金等及び遅延損害金を支払わない場合 



 

 

(2) 会員登録申込又は利用規約等に基づく当社に対する通知内容に虚偽記入又は記入もれ

があった場合 

(3) 支払停止又は支払不能となった場合  

(4) 手形又は小切手が不渡りとなった場合  

(5) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた

場合  

(6) 破産開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用

状態に重大な不安が生じた場合 

(7) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合  

(8) 利用規約等に違反した場合  

(9) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合  

(10) 契約者の財産若しくは信用の状況が悪化し、又はそのおそれがあると当社が判断した

場合 

(11) 契約者が意思能力を喪失した場合又はそのおそれがあると当社が判断した場合 

(12) 契約者について、成年後見、保佐又は補助開始の審判がなされた場合 

(13) 本サービスを 1 年以上利用していない場合 

(14) 利用規約等を履行することが困難となる事由が生じた場合  

(15) 前各号の他、当社が契約者による本サービスの利用継続が適当でないと判断した場合 

2. 契約者は、前項による利用規約等の解除がなされた時点において未払いのサービス手

数料又は遅延損害金がある場合には、当社に対する当該債務につき当然に期限の利益

を失い、直ちに当該債務を弁済するものとします。ただし、第 11 条第 1 項の規定に

より当社がカード発行会社等から当該債務を受領できると判断した場合は、この限り

ではありません。 
 
第15条 （利用期間終了後の処理） 

1. 利用規約等の解除その他の事由により本サービスの利用が終了した場合であっても、

すでになされた利用申請に係る本立替払いに関しては、利用規約等が適用されるもの

とします。 

2. 契約者は、本サービスの利用が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から

提供を受けたアプリケーション及びこれに関する全ての資料等を契約者の責任で破棄

し、又は消去するものとします。  

 
 
第16条 （禁止、確約事項） 

1. 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。  

(1) 自らの営業目的以外の目的のために本サービスを利用する行為 

(2) 本サービスに関するシステムを解析する等して、当該システムに関するソースコ

ード・脆弱性等を調査・分析する行為（リバースエンジニアリングを含みま

す。）  

(3) 当社又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害する行為、

又は侵害するおそれのある行為  

(4) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為  

(5) 利用規約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為  

(6) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為 

(7) 詐欺等の犯罪に結びつく行為又はそのおそれがある行為  

(8) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為  

(9) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為  



 

 

(10) 当社若しくは第三者の設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又はそのお

それがある行為  

(11) 犯罪による収益（犯罪収益移転防止法第 2 条第 1 項にいう「犯罪による収益」を

いいます。）の移転のために本サービスを利用する行為 

(12) 売買契約、賃貸借契約若しくは役務提供契約（これらに類する契約を含む。）以

外の契約に基づく債務の支払い又は金銭の交付のために本サービスを利用する行

為 

(13) 取引実態のない契約（取引後に合理的な理由なく契約が解除される場合を含

む。）又はそのおそれのある契約に基づく債務のために本サービスを利用する行

為 

(14) 第三者による差押え又は税務当局による滞納処分による差押えの対象となってい

る債務について本サービスを利用する行為 

(15) カード発行会社から利用することを禁止又は停止されているカードを本サービス

に利用する行為 

(16) 日本国内に本店所在地を有するカード発行会社以外の者が発行するカードを用い

て本サービスを利用する行為 

(17) 別紙 2（利用上の注意事項）の各事項に違反する行為 

(18) その他当社が不適切と判断する行為 

2. 契約者は、以下の場合、本サービスを利用することができないものとします。 

(1) 対象契約において契約者の債務の第三者弁済が禁止されている場合 

(2) 利用申請時点において、対象契約に基づき立替払い先が負担する債務の履行が完

了していない場合 

(3) 立替払い日までに、債権譲渡その他の理由により対象債務の債権者が立替払い先

ではない者となった場合 

(4) 対象債務につき、契約者とカード発行会社との間のカード利用規約において、カ

ードを利用して代金の支払いをしてはならないこととされている場合 

(5) 契約者と立替払い先が同一人又は実質的に同一人である場合 

3. 当社は、本サービスの利用に関して、契約者の行為が前二項各号のいずれかに該当

し、又は該当すると当社が判断した場合、事前に契約者に通知することなく、本サー

ビスの全部又は一部の提供の一時停止、利用規約等の解除、その他の当社が必要と判

断する措置を講じることができるものとします。 

4. 契約者は、本サービスの利用が立替払い先の意思に反するものではないこと及び本サ

ービスを利用することにより立替払い先及び対象契約に係る次の情報が、当社及びカ

ード発行会社等に提供されることに立替払い先が同意していることについて表明し、

保証するものとします。 

(1) 立替払い先の企業情報 

(2) 立替払い先の代表者及び担当者に関する情報（氏名及び連絡先等の個人情報を含

む。） 

(3) 立替払い先の振込先口座に関する情報 

(4) 対象契約の内容 

(5) 対象契約に基づき販売又は提供される商品等に関する情報 

(6) 対象債務に係る請求書 

(7) 前各号の他、立替払い先及び対象契約に関して当社が求める情報 

5. 契約者は、自己の責任において本サービスを利用するものとし、前項の表明保証が真

実ではなかったことにより、当社と第三者との間で何らかの紛争、クレーム等が生じ

たときは、契約者の費用と責任において解決し、又は当社に対して必要な協力を行う

とともに、当該紛争、クレーム等により当社が被った損害、費用、損失等を賠償する

ものとします。 



 

 

6. 当社が本立替払いを行った場合であって、第 4 項の表明保証が真実ではなかったこと

その他の事由により本立替払いが立替払い先に対する第三者弁済として有効なものと

ならない場合又はその恐れがあるとものであると当社が判断した場合には、契約者

は、直ちに立替払い先に対して直接、対象債務を弁済するとともに、立替払い先をし

て、当社に対する返金を行わせしめるものとします。なお、この場合であっても、契

約者はサービス手数料の支払義務を免れないものとします。 

7. 前項の場合、契約者は、当社が立替払い先に支払った金銭相当額について、いかなる

名目であっても、立替払い先から受け取ってはならないものとします。 
 
第17条 （権利義務譲渡） 

1. 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用規約等上の地位、利用

規約等に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとしま

す。  

2. 当社は、利用規約等上の地位及び利用規約等に基づく権利又は義務の全部又は一部を

第三者に譲渡することができるものとします。契約者は、当該譲渡にあらかじめ同意

するものとし、当該譲渡に必要な手続がある場合には、これに協力するものとしま

す。 
 
第18条 （秘密情報の取扱い） 

1. 契約者は、本契約の存在及び内容、本サービス遂行のため当社より提供を受けた技

術、営業その他の業務上の情報（当社の顧客、製品、サービス、業務、技術、ノウハ

ウ、アイディア、コンセプト等に関する一切の情報を含み、以下「秘密情報」といい

ます。）を第三者（弁護士その他の法律上守秘義務を負う専門家を除く。）に開示又

は漏洩しないものとします。ただし、当社からあらかじめ書面による承諾を受けた場

合、又は当該情報が次の各号のいずれかに該当する場合についてはこの限りではあり

ません。  

(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報  

(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報  

(3) 当社から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報  

(4) 利用規約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報  

2. 前項の定めにかかわらず、契約者は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限あ

る官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当

該官公署に対し、開示が強制される必要最小限の範囲で開示することができるものと

します。この場合、契約者は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を

当社に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやか

にこれを行うものとします。  

3. 契約者は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、当該秘密情

報の管理に必要な措置を講ずるものとします。  

4. 契約者は、本サービスの遂行のために秘密情報を知る必要がある自己の役員又は従業

員に当該秘密情報を開示する場合、又は、当社の書面による事前の承諾を受けて第三

者に開示する場合には、当該役員若しくは従業員又は当該第三者に対し、利用規約等

に基づき自己に課された秘密保持義務と同等の義務を課すものとします。 

5. 契約者は、当社より提供を受けた秘密情報につき本サービスを遂行する目的の範囲内

でのみ使用し、当該目的に必要な範囲内で秘密情報を含む資料等（書面、電子的又は

その他の形式のものを含み、以下、本条において「資料等」といいます。）を複製又

は改変（以下、本項においてあわせて「複製等」といいます。）することができるも

のとします。この場合、契約者は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定

める秘密情報として取り扱うものとします。 



 

 

6. 契約者は、当社の要請があった場合又は利用期間が終了した場合は、資料等（前項に

基づき複製、改変した秘密情報を含みます。）を当社に返還し、秘密情報が契約者設

備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとしま

す。  

7. 当社は、カード発行会社等のうち当社の指定する者に対して、契約者に関する情報

（契約者が会員登録申込及び利用申請において当社に開示した情報、契約者における

本サービスの利用情報並びに契約者に関するその他の情報等をいいます。）について

提供することができるものとし、契約者は、当該情報提供についてあらかじめ同意す

るものとします。また、カード発行会社等における利用目的は、次のとおりとしま

す。なお、契約者に関連する情報には、個人事業主等である契約者に関する個人情報

（第 19 条第 1 項において定める個人情報をいいます。）を含み、当該個人情報の取

扱いについては、本項の他、第 19 条第 3 項において定めるものとします。 

(1) 本サービスの履行及び管理並びに機能及びサービスの改善及び開発のため 

(2) カード発行会社等のサービス（以下「発行会社等サービス」といいます。）の履

行及び管理並びに機能及びサービスの改善及び開発のため 

(3) 当社のサービス又は発行会社等サービスに関するお知らせ等のため 

8. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。  
 
第19条 （個人情報の取り扱い） 

1. 契約者は、本サービス遂行のため当社より提供を受けた技術、営業その他の業務上の

情報に含まれる個人情報（個人情報の保護に関する法律第２条第１項に定める「個人

情報」 をいいます。以下同様とします。）を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用

し、本人による同意を得ない限り、第三者に開示又は漏洩しないものとするととも

に、個人情報の保護に関する法律を遵守するものとします。  

2. 個人情報の取り扱いについては、前条（秘密情報の取り扱い）第３項乃至第５項の規

定を準用するものとします。 

3. 当社は、本サービスを提供するに際して取得した個人情報を本サービス遂行目的（当

社が契約者に提供する目的で、契約者の顧客に関する情報を加工して作成する統計情

報の作成等を含みます。）のほか、当社の定める個人情報保護方針に従い取り扱うも

のとします。なお、当社が取得した個人情報には、個人事業主である契約者に関する

情報を含みます（以下同様とします。）。 
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4. 契約者は、本サービスを利用するにあたり、契約者及び当社が個人情報の保護に関す

る法律に違反することがないように個人情報を取り扱うものとします。契約者は、契

約者に関する個人情報又は自己の役員若しくは従業員の個人情報を当社に提供すると

きは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を同意し、又は当該役員若しくは従業員に

示した上で当該役員若しくは従業員から同意を取得するものとします。 

(1) 当社が第三者の決済サービスを利用することに伴い、契約者に関する個人情報又

は契約者の役員若しくは従業員の個人情報が株式会社 DG フィナンシャルテクノ

ロジー及び決済事業者に提供されること（他の決済事業者を介して提供される場

合も含みます。） 

5. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。 
 
第20条 （コンテンツの取り扱い） 

1. 適用される法令に違反しない限度において、当社は、コンテンツを収集及び集計し、

当社及び当社の関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条

第８項にいう「関係会社」をいいます。以下同様とします。）の事業運営の参考資料

として、又は契約者に有用なサービスの開発若しくは運営その他の当社若しくは当社
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の関係会社の業務のために利用し、また、第三者に開示（ただし、第三者に開示され

るものは、統計データや匿名化情報に限るものとします。）することができるものと

します。 

2. 前条の規定にかかわらず、契約者は、当社が受領した契約者（契約者の役員又は従業

員を含みます。）の個人情報及び当社が作成した統計情報については、コンテンツと

して前項に従って取扱われることに同意するものとします。 

 
第21条 （通知） 

1. 当社から契約者への通知は、利用規約等に特段の定めのない限り、通知内容を本サー

ビスの会員ページに掲載する方法により行います。ただし、これに代えて、又はこれ

とともに、当社は、契約者に対して電子メールで送信し、又は、書面で送付する等、

当社が適当と判断する方法により行うことができるものとします。  

2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を本サービスの会員ページに掲載する

方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、ウェブサイトへの掲載がなさ

れた時点から効力を生じるものとします。  

3. 前項に規定する方法以外の方法による場合、当該通知は、当該方法によれば契約者に

到達したと当社が合理的に判断する時点から効力を生じるものとします。 
 
第22条 （一時的な中断及び提供停止） 

1. 本サービスの営業時間は、営業日の 10 時から 18 時までとします。 

2. 前項の規定にかかわらず、当社は、自らの裁量により、いつでも本サービスの提供を

停止し、中断し、又は中止することができるものとします。 

3. 当社は、前二項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに

関して契約者又は第三者が損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないもの

とします。 
 
第23条 （本サービスの廃止） 

1. 当社は、自らの裁量により、いつでも本サービスの全部又は一部を廃止するものと

し、廃止日をもって利用規約等は終了するものとします。  

2. 当社は、前項に基づき本サービスを廃止したことに関して契約者又は第三者が損害を

被った場合であっても一切の責任を負わないものとします。  

3. 当社が本サービスの全部について廃止する場合、当社は、契約者に対してあらかじめ

所定の予告期間をもって通知することにより、本サービスにおける利用規約等の内容

を当社が「DGFT 請求書カード払い」の名称で提供するサービス（以下「代替サービ

ス」という。）における利用規約等の内容と同一のものに変更することができるもの

とし、当該変更を行うことによって、契約者は、代替サービスを継続して利用するこ

とができるものとします。 

4. 契約者は、前項に基づく変更にかかる通知を受領した日から14 日以内に当社に対して

通知することにより、利用規約等（変更後の利用規約等を含みます。）を解除するこ

とができるものとします。なお、契約者が前項に基づく期間の経過後に代替サービス

の利用を継続した場合、前項に基づく変更に同意したものとみなします。 
 
第24条 （損害賠償） 

1. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービ

ス又は利用規約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社

の故意又は重大な過失が直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定さ

れ、逸失利益その他間接損害は含まれず、また、損害賠償の金額は 100,000 円を超え



 

 

ないものとします。契約者が適切に対応すれば回避できた損害は、当該通常の損害に

含まれません。 

なお、当社の予見及びその可能性の有無を問わず特別の事情から生じた損害について

当社は賠償責任を負わないものとします。 

2. 前項の規定にかかわらず、当社の故意又は過失により立替払い日までに本立替払いが

完了しなかった場合、当社は、契約者に対し、立替払い日から、当社が実際に本立替

払いを実行した日、又は当該対象債務に関する本サービスの利用につき契約者が当社

に対して本立替払いを不要とする旨の通知をした日のいずれか早い日までの間、対象

債務の金額に法定利率（民法第 404 条第 2 項にいう「法定利率」をいいます。）を乗

じて算定した金額の損害賠償を支払うものとします。 

3. 前項に規定されるものを除き、契約者は、当社に対し、当社による本立替払いの不履

行に起因して生じた損害の賠償を請求することはできないものとします。 
 
第25条 （非保証・免責） 

1. 当社は、本サービスに関する瑕疵（セキュリティ等に関する欠陥、エラーやバグ、権

利侵害を含みます。）がないこと、並びに安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性

及び特定の目的への適合性を明示的にも黙示的にも保証していません。当社は、契約

者に対して、かかる瑕疵を除去して本サービスを提供する義務を負いません。 

2. 本サービス又は利用規約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず利用規約

等に定める範囲に限られるものとします。 

3. 利用規約等の他の規定にかかわらず、当社は、以下の事由により契約者に発生した損

害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を

問わず賠償の責任を負わないものとします。  

(1) 天災地変等の不可抗力に起因して生じた損害  

(2) 契約者の設備又はシステムの障害に起因して生じた損害 

(3) 当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第

三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類の

コンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入により生じた損害 

(4) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備への第三者

による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受に起因して生じた損害  

(5) 当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者が遵守しないことに起因して発

生した損害  

(6) 当社が作成したものでないソフトウェア(ＯＳ、ミドルウェア、ＤＢＭＳ)及びデ

ータベースに起因して発生した損害（システムトラブル等の障害を含みます。） 

(7) 電気通信事業者の提供する電気通信役務（インターネット接続環境の提供を含み

ます。）の不具合に起因して発生した損害  

(8) 刑事訴訟法第 218 条（令状による差押え・捜索・検証）、犯罪捜査のための通信

傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令又は法令に基づ

く強制的な処分により生じた損害  

(9) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任及び監督につき当社の責に帰す

べき事由によらずに生じた損害 

(10) 立替払い先が、対象債務の弁済受領権限を喪失し又は制限されていることにより

生じる損害 

(11) 対象債務の性質上第三者弁済が許されない場合、契約者又は立替払い先が、第三

者の弁済を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合その他第三者弁済が無

効となることにより生じる損害 

(12) 前二号に定めるほか、契約者と立替払い先との間の対象契約に起因して生じた損

害 



 

 

(13) 当社が適切に利用規約等に基づく義務を履行したにも関わらず、金融機関のシス

テムに起因するトラブルその他の事由により、立替払い日までに立替払い先に本

立替払いに係る金銭が着金しなかったことに起因して生じた損害 

(14) その他当社の責に帰すべき事由によらずに生じた損害 

4. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛

争等について一切の責任を負わないものとします。  

 
第26条 （利用規約等の変更） 

1. 当社は、(1)契約者の一般的な利益に適合する場合、又は、(2)変更が本サービスの目

的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照

らして変更内容が合理的である場合には、契約者の同意なく利用規約を変更すること

ができるものとします。当社が本項に従って利用規約を変更した場合、契約者による

本サービスの利用にあたっては、変更後の利用規約が適用されるものとします。  

2. 当社は、前項の変更を行う場合は、所定の予告期間をおいて、変更後の利用規約の内

容を契約者に通知するものとします。  

3. 契約者は、第 1 項に基づく利用規約の変更にかかる通知を受領した日から 10 日以内

に当社に対して通知することにより、利用規約等を解除することができるものとしま

す。 

4. 契約者が第１項に基づく変更後に本サービスの利用を継続した場合、変更後の新利用

規約に同意したものとみなします。 

5. 第 1 項に定める以外の場合（契約者に重大な不利益を生じさせること等により変更内

容の合理性が認められない場合を含みます。）であっても、当社は、契約者と個別に

合意することにより、利用規約等を変更することができるものとします。 
 
第27条 （反社会的勢力の排除） 

1. 契約者及び当社は、自己又は自己の役員若しくは経営を実質的に支配している者が、

現在及び将来に亘って次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、確約する

ものとします。 

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団関

係企業・総会屋、社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他反社会的勢力

（以下、「反社会的勢力」といいます。）であること。 

(2) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。 

(3) 反社会的勢力を利用して、業務を妨害し、又はそのおそれのある行為若しくはそ

の他の不正行為をしていること。 

(4) 反社会的勢力を利用して名誉や信用等を毀損し、又はそのおそれのある行為をす

ること。 

(5) 自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は関係団体若しくは関係者が反社会的勢

力である旨を伝えること。 

(6) 反社会的勢力を利用して詐術、暴行行為若しくは脅迫的言辞を用いること。 

2. 契約者及び当社は、相手方が前項の表明若しくは確約に反し、又は反していると合理

的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、利用規約等を将来に向

けて解約することができるものとします。なお、契約者及び当社は、かかる合理的な

疑いの内容及び根拠に関し、相手方に対して何等説明し、又は開示する義務を負わな

いものとし、利用規約等の解約に起因し、又は関連して相手方に損害が生じた場合で

あっても、何ら責任を負うものではありません。  
 
第28条 （優劣関係） 



 

 

利用申込その他当社が定める方法により契約者と当社との間で利用規約と異なる合意をし

た場合、当該合意が利用規約に優先して適用される旨の定めのない限り、利用規約が当該

合意に優先して適用されるものとします。 
 
第29条 （合意管轄） 

契約者と当社の間で利用規約等に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所をもって

第一審の専属的合意管轄裁判所とします。  
 
第30条 （準拠法） 

利用規約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。  
 
第31条 （分離性） 

利用規約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用規約等全体の有効性には影響がな

いものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効

な部分と置き換えるものとします。  
 
第32条 （協議等） 

利用規約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は 両者誠意を

以て協議の上解決することとします。 
 
2023 年 2 月 10 日制定 

2023 年 4 月 17 日変更 
 
  



 

 

別紙 1（本サービス） 
 
本サービスは、以下に定めるところにより、当社が対象契約に基づく契約者の債務を立替

払いするものです。 
 
1. 立替払い先の審査 

(1) 契約者は、本サービスの利用申請に先立ち、立替払い先としようとする者（以下

「立替払い先候補者」といいます。）に関する本サービスへの適合性審査の申請

をし、必要とされる情報を当社に提供した上で、当社所定の審査（以下「立替払

い先審査」といいます。）を受ける必要があります。ただし、すでに立替払い先

審査を完了し、本サービスに適合すると判断されている立替払い先については、

この限りではありません。 

(2) 当社は、立替払い先審査が完了した場合、契約者に対し、すみやかにその結果を

通知します。立替払い先審査の期間は、2 営業日を標準としますが、これより期

間を要する場合もあります。 

(3) 当社は、立替払い先審査の結果、立替払い先候補者が本サービスの対象に適合す

ると判断した場合には、契約者に対し、その旨を通知します。 

(4) 当社は、自らの裁量で、立替払い先審査において特定の立替払い先候補者が不適

合であることを判断することができます。この場合には、契約者に対し、不適合

となった理由を通知することを要しないものとします。 

(5) 当社は、立替払い先審査が完了し適合すると判断された立替払い先について、当

社の裁量により、いつでも再審査が可能であり、また、その再審査の結果により

不適合と判断することができるものとします。なお、当社は、本(5)の規定に基づ

き立替払い先を不適合と判断した場合であっても、契約者に対し、何らの通知を

行わず、またその理由を開示する義務を負担しないものとします。 
 

2. 利用審査・立替払いの実施 

(1) 契約者は、特定の対象債務について立替払い日の 3 営業日前までに、当社所定の

情報を入力して、利用申請を行います。 

(2) 当社は、契約者からの本サービスの利用申請を受領した場合、すみやかに当該対

象債務につき本サービスの対象とすることができるかどうかを審査（以下「利用

審査」といいます。）します。利用審査の期間は、2 営業日間を標準とします

が、これより期間を要する場合もあります。 

(3) 当社は、自らの裁量で、利用審査において特定の対象債務が本サービスの対象と

して不適合であることを判断することができます。この場合、当社は、契約者に

対し、不適合となった理由を通知することを要しないものとします。 

(4) 当社は、利用審査が完了した場合、契約者に対し、すみやかにその結果を通知し

ます。当該通知が立替払い日の前営業日中に契約者に対して発信できない場合、

当社は、契約者に対し、直ちにその旨を通知します。 

(5) 当社が契約者に対して利用審査において特定の対象債務が本サービスの対象とし

て適合すると通知した場合、その通知の時点で本立替払い合意がなされたものと

します。当社は、当該合意に基づき、立替払い日に、利用申請において記載され

た立替払い先の金融機関口座に対し、対象債務の金額を振り込むことにより、立

替払いを実施するものとします。 

(6) 当社は、立替払いを実施した場合、すみやかに契約者に対して立替払いの完了を

通知するものとします。 

(7) 利用申請において指定された金融機関口座の情報その他の過誤に起因し、立替払

いを実施したにもかかわらず、立替払い先の金融機関口座に対象債務に相当する



 

 

金額が振り込まれなかったことを当社が認識した場合、当社は、契約者に対し、

すみやかにその旨を通知します。この場合において、当社が必要と判断する理由

があるときは、契約者及び当社は、相互に協議の上で、誠実に対応するものとし

ます。 
  



 

 

別紙 2（利用上の注意事項） 
 
1. 本サービスは、契約者が立替払い先に対して負う対象契約に基づく対象債務を当社が

立替払いすることを内容とするものであり、契約者は当社による本立替払について異

議を留めずに承諾するものとします。 

2. 本サービスの対象は、立替払い先が契約者に対して販売又は提供する商品等ではな

く、当社が契約者に代わって立替払い先に支払額を立替払いすることで、契約者と立

替払い先間で事業に関する目的のため発生した対象契約に基づく売上債権に係る求償

権を精算するサービスです。また、立替払い先による商品等の販売等に係る債務不履

行責任及び契約不適合責任その他の責任については立替払い先のみがこれを負担し、

当社及びカード発行会社等はこれらの責任を負担するものではありません。 

3. 契約者及び当社は、自らの責めに帰すべき事由に起因するか否かにかかわらず、対象

債務が立替払い日までに支払われていないことを認識した場合、直ちに相手方に通知

し、対応方法につき協議するものとします。 

4. 契約者が利用申請した対象債務について支払いを中止することを希望する場合、契約

者は、当社に対し、当該利用申請に係るカード決済の完了時までに、支払中止の希望

を通知するものとします。 

5. 利用申請後、立替払い日までの間に、対象契約の解除その他の理由により対象債務が

消滅した場合、又は、対象債務が消滅したと契約者が判断した場合、契約者は、すみ

やかに利用申請を取り消すものとし、必要となる当社への通知その他の措置を講じる

ものとします。 

6. 契約者は、会員登録申込において事前に登録されたカード（利用規約等の定めに従っ

て変更された場合、当該カードを含みます。）であって、契約者本人又はその役員若

しくは使用人の名義でカード発行会社から発行されたもののみを本サービスに利用す

ることができます。 

7. 契約者は、契約者の事業に関する費用の決済目的でのみ本サービスを利用することが

できます。 

8. 未成年者が本サービスを利用することはできません（親権者等の名義のカードを利用

する場合も含みます）。 

9. 個人事業主については、日本国内に定まった住所を有する場合のみ本サービスを利用

することができます。 

10. 立替払い先は、日本国内に本店所在地を有する法人のみとします。 

11. 立替払い先は、過去 12 カ月の間にアクワイアラーの加盟店でなかった者のみとしま

す。 

12. 契約者は、日本国外に所在する金融機関の口座を立替払い先の口座として指定するこ

とはできません。 

13. 契約者は、利用料金等がカード発行会社から認められているカード利用可能枠を超え

ることになる場合、本サービスを利用することはできません。 

14. 利用申請において指定できる立替払いの金額は、該当する対象債務の金額として請求

書その他の書類によって契約者が債務を負担していることが確認できた金額としま

す。また、対象債務の一部のみを立替払いの金額として指定することはできないもの

とします。 

15. 契約者は、利用規約等の条件を充足していた場合であっても、当社が会員ページ上で

指定する取引又は当社が個別に指定する取引について、本サービスを利用できない場

合があります。 

16. 当社は、利用規約等の遵守、カード発行会社又はアクワイアラーからの要請その他の

理由に基づき、本サービスの利用に関して契約者に対して必要な範囲で調査を行うこ



 

 

とができ、契約者は、これに協力するものとします。当該調査には、口頭での説明、

書類の提出、電子機器等の解析が含まれますが、これらに限りません。 

17. 契約者は、立替払い先から契約者に対して提示される請求書又は請求書に代わる請求

の証憑を、契約者において、その取得日から少なくとも 1 年間は保管するものとしま

す。また、契約者は、当社に対して、当該請求書等の真正な写しを交付するものと

し、併せて、契約者は、当社が当該請求書等の写しをカード発行会社等に対して提供

することについてあらかじめ承諾するものとします。 


